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公
立
義
務
教
育
諸
学
校
の
学
級
編
制
及
び
教
職
員
定
数
の
標
準
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

新
旧
対
照
条
文

○

公
立
義
務
教
育
諸
学
校
の
学
級
編
制
及
び
教
職
員
定
数
の
標
準
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百
十
六
号
）
（
抄
）
（
本

則
関
係
）

※

「
現
行
」
は
、
公
立
の
義
務
教
育
諸
学
校
等
の
教
育
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
七

年
法
律
第
六
十
八
号
）
（
令
和
八
年
四
月
一
日
施
行
）
に
よ
る
改
正
後
の
条
文

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
学
級
編
制
の
標
準
）

（
学
級
編
制
の
標
準
）

第
三
条

（
略
）

第
三
条

（
略
）

２

各
都
道
府
県
ご
と
の
、
都
道
府
県
又
は
市
町
村
（
地
方
自
治

２

各
都
道
府
県
ご
と
の
、
都
道
府
県
又
は
市
（
地
方
自
治
法
（

法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
五
十
二
条
の

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
五
十
二
条
の
十
九

十
九
第
一
項
の
指
定
都
市
（
以
下
単
に
「
指
定
都
市
」
と
い
う

第
一
項
の
指
定
都
市
（
以
下
単
に
「
指
定
都
市
」
と
い
う
。
）

。
）
を
除
き
、
特
別
区
を
含
む
。
第
八
条
第
三
号
、
第
八
条
の

を
除
き
、
特
別
区
を
含
む
。
第
八
条
第
三
号
並
び
に
第
八
条
の

二
第
一
号
及
び
第
二
号
、
第
九
条
第
五
号
並
び
に
第
十
四
条
第

二
第
一
号
及
び
第
二
号
を
除
き
、
以
下
同
じ
。
）
町
村
の
設
置

二
号
を
除
き
、
以
下
同
じ
。
）
の
設
置
す
る
小
学
校
（
義
務
教

す
る
小
学
校
（
義
務
教
育
学
校
の
前
期
課
程
を
含
む
。
次
条
第

育
学
校
の
前
期
課
程
を
含
む
。
次
条
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。

二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
中
学
校
（
義
務
教
育
学
校
の
後

）
又
は
中
学
校
（
義
務
教
育
学
校
の
後
期
課
程
及
び
中
等
教
育

期
課
程
及
び
中
等
教
育
学
校
の
前
期
課
程
を
含
む
。
同
項
に
お

学
校
の
前
期
課
程
を
含
む
。
同
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
一
学

い
て
同
じ
。
）
の
一
学
級
の
児
童
又
は
生
徒
の
数
の
基
準
は
、

級
の
児
童
又
は
生
徒
の
数
の
基
準
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
学
校
の
種
類
及
び
同
表
の
中
欄
に
掲

る
学
校
の
種
類
及
び
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
学
級
編
制
の
区
分

げ
る
学
級
編
制
の
区
分
に
応
じ
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
数
を

に
応
じ
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
数
を
標
準
と
し
て
、
都
道
府

標
準
と
し
て
、
都
道
府
県
の
教
育
委
員
会
が
定
め
る
。
た
だ
し

県
の
教
育
委
員
会
が
定
め
る
。
た
だ
し
、
都
道
府
県
の
教
育
委

、
都
道
府
県
の
教
育
委
員
会
は
、
当
該
都
道
府
県
に
お
け
る
児

員
会
は
、
当
該
都
道
府
県
に
お
け
る
児
童
又
は
生
徒
の
実
態
を

童
又
は
生
徒
の
実
態
を
考
慮
し
て
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る

考
慮
し
て
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
つ
い
て
は
、
こ

場
合
に
つ
い
て
は
、
こ
の
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
定
め
る
数
を

の
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
定
め
る
数
を
下
回
る
数
を
、
当
該
場

下
回
る
数
を
、
当
該
場
合
に
係
る
一
学
級
の
児
童
又
は
生
徒
の
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合
に
係
る
一
学
級
の
児
童
又
は
生
徒
の
数
の
基
準
と
し
て
定
め

数
の
基
準
と
し
て
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

る
こ
と
が
で
き
る
。

学
校
の
種
類

学
級
編
制
の
区
分

一
学
級
の
児
童
又
は

学
校
の
種
類

学
級
編
制
の
区
分

一
学
級
の
児
童
又
は

生
徒
の
数

生
徒
の
数

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

中
学
校
（
義

同
学
年
の
生
徒
で
編

三
十
五
人

中
学
校
（
義

同
学
年
の
生
徒
で
編

四
十
人

務
教
育
学
校

制
す
る
学
級

務
教
育
学
校

制
す
る
学
級

の
後
期
課
程

の
後
期
課
程

及
び
中
等
教

二
の
学
年
の
生
徒
で

八
人

及
び
中
等
教

二
の
学
年
の
生
徒
で

八
人

育
学
校
の
前

編
制
す
る
学
級

育
学
校
の
前

編
制
す
る
学
級

期
課
程
を
含

期
課
程
を
含

む
。
同
項
に

特
別
支
援
学
級

八
人

む
。
同
項
に

特
別
支
援
学
級

八
人

お
い
て
同
じ

お
い
て
同
じ

。
）

。
）

３

（
略
）

３

（
略
）

第
八
条

養
護
を
つ
か
さ
ど
る
主
幹
教
諭
及
び
主
務
教
諭
、
養
護

第
八
条

養
護
を
つ
か
さ
ど
る
主
幹
教
諭
及
び
主
務
教
諭
、
養
護

教
諭
並
び
に
養
護
助
教
諭
（
以
下
「
養
護
教
諭
等
」
と
い
う
。

教
諭
並
び
に
養
護
助
教
諭
（
以
下
「
養
護
教
諭
等
」
と
い
う
。

）
の
数
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
数
を
合
計

）
の
数
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
数
を
合
計

し
た
数
と
す
る
。

し
た
数
と
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

児
童
の
数
が
八
百
一
人
以
上
の
小
学
校
（
義
務
教
育
学
校

二

児
童
の
数
が
八
百
五
十
一
人
以
上
の
小
学
校
（
義
務
教
育

の
前
期
課
程
を
含
む
。
）
の
数
と
生
徒
の
数
が
七
百
五
十
一

学
校
の
前
期
課
程
を
含
む
。
）
の
数
と
生
徒
の
数
が
八
百
一

人
以
上
の
中
学
校
（
義
務
教
育
学
校
の
後
期
課
程
及
び
中
等

人
以
上
の
中
学
校
（
義
務
教
育
学
校
の
後
期
課
程
及
び
中
等
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教
育
学
校
の
前
期
課
程
を
含
む
。
）
の
数
と
の
合
計
数
に
一

教
育
学
校
の
前
期
課
程
を
含
む
。
）
の
数
と
の
合
計
数
に
一

を
乗
じ
て
得
た
数

を
乗
じ
て
得
た
数

三

医
療
機
関
（
医
療
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
五
号

三

医
療
機
関
（
医
療
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
五
号

）
第
一
条
の
五
に
規
定
す
る
病
院
又
は
診
療
所
を
い
う
。
）

）
第
一
条
の
五
に
規
定
す
る
病
院
又
は
診
療
所
を
い
う
。
）

が
存
し
な
い
市
町
村
（
特
別
区
を
含
む
。
次
条
第
一
号
及
び

が
存
し
な
い
市
（
特
別
区
を
含
む
。
次
条
第
一
号
及
び
第
二

第
二
号
、
第
九
条
第
五
号
並
び
に
第
十
四
条
第
二
号
に
お
い

号
に
お
い
て
同
じ
。
）
町
村
の
数
等
を
考
慮
し
て
政
令
で
定

て
同
じ
。
）
の
数
等
を
考
慮
し
て
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に

め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
数

よ
り
算
定
し
た
数

第
九
条

事
務
職
員
の
数
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定

第
九
条

事
務
職
員
の
数
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定

し
た
数
を
合
計
し
た
数
と
す
る
。

し
た
数
を
合
計
し
た
数
と
す
る
。

一
～
四

（
略
）

一
～
四

（
略
）

五

共
同
学
校
事
務
室
（
地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に

（
新
設
）

関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
六
十
二
号
）
第
四

十
七
条
の
四
第
一
項
の
共
同
学
校
事
務
室
を
い
う
。
第
十
四

条
第
二
号
及
び
第
十
五
条
第
五
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
あ

つ
て
小
学
校
、
中
学
校
若
し
く
は
義
務
教
育
学
校
又
は
中
等

教
育
学
校
の
前
期
課
程
に
置
か
れ
る
も
の
を
二
以
上
置
く
市

町
村
（
第
十
四
条
第
二
号
に
規
定
す
る
市
町
村
に
該
当
す
る

も
の
を
除
く
。
）
の
合
計
数
に
一
を
乗
じ
て
得
た
数

第
十
四
条

事
務
職
員
の
数
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算

第
十
四
条

事
務
職
員
の
数
は
、
特
別
支
援
学
校
の
小
学
部
及
び

定
し
た
数
を
合
計
し
た
数
と
す
る
。

中
学
部
の
部
の
数
の
合
計
数
に
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
す
る
。

一

特
別
支
援
学
校
の
小
学
部
及
び
中
学
部
の
部
の
数
の
合
計

（
新
設
）

数
に
一
を
乗
じ
て
得
た
数

二

共
同
学
校
事
務
室
で
あ
つ
て
特
別
支
援
学
校
に
置
か
れ
る

（
新
設
）

も
の
を
二
以
上
（
第
九
条
第
五
号
に
規
定
す
る
共
同
学
校
事

務
室
を
一
置
く
市
町
村
に
あ
つ
て
は
、
一
以
上
）
置
く
市
町
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村
の
合
計
数
に
一
を
乗
じ
て
得
た
数

（
教
職
員
定
数
の
算
定
に
関
す
る
特
例
）

（
教
職
員
定
数
の
算
定
に
関
す
る
特
例
）

第
十
五
条

第
七
条
か
ら
第
九
条
ま
で
及
び
第
十
一
条
か
ら
前
条

第
十
五
条

第
七
条
か
ら
第
九
条
ま
で
及
び
第
十
一
条
か
ら
前
条

ま
で
の
規
定
に
よ
り
教
頭
及
び
教
諭
等
、
養
護
教
諭
等
、
栄
養

ま
で
の
規
定
に
よ
り
教
頭
及
び
教
諭
等
、
養
護
教
諭
等
、
栄
養

教
諭
等
、
寄
宿
舎
指
導
員
並
び
に
事
務
職
員
の
数
を
算
定
す
る

教
諭
等
、
寄
宿
舎
指
導
員
並
び
に
事
務
職
員
の
数
を
算
定
す
る

場
合
に
お
い
て
、
次
に
掲
げ
る
事
情
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
ら

場
合
に
お
い
て
、
次
に
掲
げ
る
事
情
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
ら

の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
数
に
、
そ
れ
ぞ
れ
政
令
で
定
め
る
数

の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
数
に
、
そ
れ
ぞ
れ
政
令
で
定
め
る
数

を
加
え
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
政
令
で

を
加
え
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
政
令
で

定
め
る
数
に
つ
い
て
は
、
公
立
の
義
務
教
育
諸
学
校
の
校
長
及

定
め
る
数
に
つ
い
て
は
、
公
立
の
義
務
教
育
諸
学
校
の
校
長
及

び
当
該
学
校
を
設
置
す
る
地
方
公
共
団
体
の
教
育
委
員
会
の
意

び
当
該
学
校
を
設
置
す
る
地
方
公
共
団
体
の
教
育
委
員
会
の
意

向
を
踏
ま
え
、
当
該
事
情
に
対
応
す
る
た
め
必
要
か
つ
十
分
な

向
を
踏
ま
え
、
当
該
事
情
に
対
応
す
る
た
め
必
要
か
つ
十
分
な

も
の
と
な
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

も
の
と
な
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
四

（
略
）

一
～
四

（
略
）

五

小
学
校
、
中
学
校
若
し
く
は
義
務
教
育
学
校
又
は
中
等
教

五

小
学
校
、
中
学
校
若
し
く
は
義
務
教
育
学
校
又
は
中
等
教

育
学
校
の
前
期
課
程
に
お
い
て
当
該
学
校
を
含
む
二
以
上
の

育
学
校
の
前
期
課
程
に
お
い
て
当
該
学
校
を
含
む
二
以
上
の

学
校
に
係
る
事
務
を
共
同
処
理
す
る
共
同
学
校
事
務
室
が
当

学
校
に
係
る
事
務
を
共
同
処
理
す
る
共
同
学
校
事
務
室
（
地

該
学
校
に
置
か
れ
て
い
る
こ
と
そ
の
他
こ
れ
ら
の
学
校
に
お

方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十

い
て
多
様
な
教
育
を
行
う
た
め
の
諸
条
件
の
整
備
に
関
す
る

一
年
法
律
第
百
六
十
二
号
）
第
四
十
七
条
の
四
第
一
項
に
規

事
情
で
あ
つ
て
事
務
処
理
上
特
別
の
配
慮
を
必
要
と
す
る
も

定
す
る
共
同
学
校
事
務
室
を
い
う
。
）
が
当
該
学
校
に
置
か

の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の

れ
て
い
る
こ
と
そ
の
他
こ
れ
ら
の
学
校
に
お
い
て
多
様
な
教

育
を
行
う
た
め
の
諸
条
件
の
整
備
に
関
す
る
事
情
で
あ
つ
て

事
務
処
理
上
特
別
の
配
慮
を
必
要
と
す
る
も
の
と
し
て
政
令

で
定
め
る
も
の

六

（
略
）

六

（
略
）


